
ベトナム関連教育支援基金のご案内
~Bông Sen~



基金設立の趣旨
（大学HPより引用）

＜基金の愛称＞
ベトナムを代表する花、Bông Sen（蓮）のように、基金が大きく花開いて欲
しい、という願いを込めています。



基金使途案

２年目以降は、上記に加え、以下の活動へ基金の使途を拡大していくことを検討。

◆交換留学プログラムにより来日するベトナム人学生への奨学金

• 対象は、ハノイ国家大学人文社会科学大学、ハノイ国家大学外国語大学、ホーチ
ミン国家大学人文社会科学大学。毎年、各大学で定員２名。

初年度は、在学生の活動をメインに使途を検討中です。

① 在日ベトナム人向けボランティアへの支援 (10万円程度)

• ベトナム人向け日本語学習ボランティアや、ベトナムにルーツを持つ子供への学習支援など
を検討。

• ボランティアに参加する学生の通信費、教材費等を支援。

② ショートビジット(Short Visit)への支援 (1万円/人 x 15名程度)＊

• 例年、夏休みを利用し、ベトナムへ2週間程度滞在するプログラムを実施。

• コロナ禍でアルバイト等が制限される学生も多く、渡航費・滞在費を支援。

＊本年の実施可否は学内にて検討中。

③ 語劇への支援 (5万円程度)

• ベトナムの言語・文化・歴史を日本へ紹介する貴重な機会であり、充実した語劇上映に向け
た支援。

④ 在学生・卒業生を対象としたベトナム関連講座の開催 (金額応相談)

• 基金の年次総会の機会を利用し、ベトナムに関連する講演会を開催。



寄付の方法

✓使途として『ベトナム関連教育支援基金』
を選択ください。

✓以下の金融機関の口座へお振込み頂けます。

✓お振込完了後に「寄附金領収書」等の発行
のために寄付者情報を基金事務局までお知
らせください。(詳細はHP参照)

✓その際、使途として『ベトナム関連教育支
援基金』をご指定下さい。

① 基金サイトのWeb申込フォームからの
クレジットカード決済でご寄附の場合

② 銀行・ゆうちょ銀行の窓口・ATMから
直接のご寄附の場合

詳細はこちらから☞ http://tufs-fund.jp/

http://tufs-fund.jp/


寄付の方法

✓振込票をご請求の上、コメント欄に『ベト
ナム関連教育支援基金』と記載下さい。

③ 払込票によるご寄附の場合

詳細はこちらから☞ http://tufs-fund.jp/

＜＜注意①＞＞
いずれの寄附方法を選択された場
合でも、必ず「ベトナム関連教育
支援基金」と記載ください。記載
がない場合、大学全体への寄附と

みなされます。

＜＜注意②＞＞
昨年の「今井先生退官パー

ティー」で使用した銀行口座およ
びクレジットカード決済は使用で

きません。

http://tufs-fund.jp/


基金の運営体制

運営部会 野平先生
小田先生

大学事務局

ベトナム語教育研究支援
基金運営部会

顧問 今井昭夫先生
事務局長 鵜沢寛太郎 (1997)
副事務局長 加藤俊哉 (2009)
事務局 中田陽佑 (2007)

安西菜穂子 (2007)
皿海友佑 (2008)
窪田真人 (2013)
*( ) 入学年

OBOG事務局

• ご寄附頂いた資金については、大学側の基金運営部会にて厳格に管理。
• 運営部会・OBOG事務局・今井先生で運営会議を開催し、予決算の策定、

使途検討、基金運営状況のご報告等について検討。
• 初年度の運営会議は4～5月を予定しています。

＜運営会議＞



基金の未来

本基金は、ベトナムの教育研究へ資することを目的とし、卒業生の皆様に
ご賛同をお願いしておりますが、それに加えて、ベト科OBOG・在学生が
集える「場」としての役割も果たしていきたいと考えています。

大学を卒業すると、ベトナムと関わる機会も限られ、ベト科OBOGの繋が
りも希薄になってしまいます。

ベト科という外大の中でも稀に見るタテ・ヨコの繋がりを卒業後も維持し、
発展させていくことは、ベトナムと日本を繋ぐ架け橋を築いていくことに
もなると確信しています。

基金では、年に一度の「活動報告および年次総会」(＊)を計画しています。
幅広い世代のベト科OBOG・在学生が交流できる場として、基金の活動報
告に加え、ベトナム関連講座や懇親会なども企画して参ります。

ぜひ、基金の充実に向け、皆様から忌憚のないご意見を頂きますよう、お
願い致します。

※新型コロナウィルスの状況を考慮し、実開催 or オンライン開催のいずれかを検討致します。

【問い合わせ先】基金に関する問い合わせは以下までお願い致します。
加藤俊哉（2009年入学）
TEL ：080-2237‐2738
Email ：toshiya.kato111@gmail.com



（参考）国立大学法人東京外国語大学ベトナム関連教育支援基金取扱要項
（趣旨）

第１条 この要項は、国立大学法人東京外国語大学基金規程第８条第２項の規定に基づき、国立

大学法人東京外国語大学ベトナム関連教育支援基金(以下「基金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 この基金は、東京外国語大学（以下「本学」という。）におけるベトナム語の教育研究及

び社会貢献の発展に資することを目的とする。

（事業）

第３条 基金は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) ベトナム語やベトナム地域研究を学習・研究している本学学生への教育研究助成

(2) ベトナムからの本学留学生への教育研究助成

(3) ベトナムにルーツをもつ本学学生への教育研究助成

(4) 本学多言語多文化共生センターのベトナム関連事業への支援

（運営）

第４条 基金の運営については、本学基金委員会の下にベトナム関連教育支援基金運営部会（以

下「部会」という。）を設置し、部会が案を策定し、基金委員会が承認するものとする。

２ 部会の取り扱いについては、別に定める。

（組入れ）

第５条 基金への寄附のうち、１０％を国立大学法人東京外国語大学基金規程（以下「大学基金

規程」という。）第６条に規定する使途を特定しない寄附金として、一般基金に組入れるもの

とする。ただし、令和６年２月２９日までに受け入れる寄附については実施しない。

（事業期間）

第６条 事業期間は令和１３年３月３１日までとし、継続について基金委員会で審議し、継続の場合、１０年度ごとに事業継続について審議するもの
とする。

２ 事業終了後、残額が生じた場合は大学基金規程第第６条に規定する使途を特定しない寄附金として、一般基金へ組入れるものとする。

（雑則）

第７条 その他本基金に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要項は、令和４年３月１日から施行する。


